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「ＦＤＫグループは地球を愛します かぎりある自然のために」のスローガンのもと、ＦＤＫグ

ループでは、美しい地球環境が次の世代へと受け継がれるよう、環境保全を経営の最重要事項の一

つと位置づけており、事業の独自性を反映させた環境経営を推進しています。 

 

当社は「ＦＤＫグループ環境行動計画」を策定し、当グループ各社に目標展開をしています。 

  

これらの方針・目標などを通じて、全事業領域にわたり計画的かつ継続的に活動を展開し、自社

の環境負荷低減に努めるとともに、お客様・社会の環境負荷低減に貢献しています。 

 

ＦＤＫグループの調達活動におけるグリーン調達の考え方を「ＦＤＫグループ グリーン調達基

準」にまとめ、お取引先に順守をお願いしています。ＦＤＫグループは、本基準に基づく調達活動

を推進し、今後とも地球環境保全に対する社会的責任を果たしてまいります。  

 

 

ＦＤＫグループの環境活動とグリーン調達 

 

私たちＦＤＫグループは、ＩＳＯ１４００１を認証取得する以前から、産業公害防止はもとよ

り地球環境問題の改善を考えてきました。そして、ＩＳＯ１４００１を認証取得してからは、環

境行動計画を策定して、環境マネジメントプログラムを展開することで、より環境負荷の低減を

考慮した事業活動に取り組んできました。これらの活動で、企業の社会的な責任を果たすととも

に、社会の持続的発展に貢献したいと考えています。 

 

お取引先様からの調達品についても、同様に環境に配慮した事業活動のもとで製造された環境

配慮製品であることが必要不可欠であると考えています。そのため「ＦＤＫグループ グリーン

調達基準」の順守をお取引先様にお願いしています。  

 

グリーン調達活動におきましては、環境配慮活動の土台となる環境マネジメントシステム構築、

指定化学物質の管理とそれを確実にするための管理体制の構築をお願いしています。 

 

ＦＤＫグループは、本基準に基づく調達活動を推進し、今後とも社会の持続的発展に貢献する

環境活動を推進してまいります。 

お取引先様の一層のご理解とご協力を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．はじめに 
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ＦＤＫグループは、企業の事業活動に伴う環境保全への取り組みについて、国や地方の法規制対応や、

温室効果ガス削減、廃棄物削減、化学物質管理の徹底のみならず、提供する製品を通しての環境負荷低

減等、地球規模の視点で主体的に持続可能な循環社会実現に向けて行動しなければならないと認識して

います。 

全社的により確かな環境経営を推進するため、ＦＤＫグループのミッションを包含した「ＦＤＫグル

ープ環境憲章」を制定しております。 

 

ＦＤＫグループ環境憲章 

 

ＦＤＫグループは、以下の環境理念のもと、スローガンを定め、環境経営を推進してまいり

ます。  

＜理念＞   

 FDK グループは、Smart Energy Partner として、先進技術を結集し、お客様に電気エネルギーを安心
して効率的に活用いただき、持続可能な社会の実現と発展に貢献します。 

 

また、FDK グループは、豊かな自然・美しい地球環境を次世代に伝えていくため、環境法や環境上の

規範を順守した公正な企業活動を通じ、関係・グループ会社を含む全社員をあげて環境への取り組みを

推進してまいります。 
 
 
＜ＦＤＫグループ スローガン＞  

 
ＦＤＫグループは地球を愛します かぎりある自然のために 

                                      以上 

                                    

2020 年 5 月改定 

 

 

 

 

 

ＦＤＫグループは、「地球環境との共生」を目指して、環境と調和した製品作りのために、従来からの

品質（Quality）、価格（Cost）、納期（Delivery）、サービス（Service）に加え、環境（Environment）

の側面を評価した調達、すなわち「グリーン調達」を推進しています。 

本基準は、ＦＤＫグループとしての「グリーン調達」に関しての基本的な考え方と、お取引先様にお願

いする具体的内容を提示させていただくことを目的に作成したものです。 

ＦＤＫグループでは、本基準に適合したお取引先様からの納入品を優先的に購入していきたいと考えて

います。お取引先様におかれましては趣旨をご理解の上、ご協力いただきますようお願いいたします。 

 

 

２．ＦＤＫグループ環境憲章 

３．グリーン調達基準作成の目的 
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本基準は、ＦＤＫグループ会社の以下、調達品およびそのお取引先に適用いたします。 

 

１） 対象とする調達品 

 

材料、部品、ユニット、付属品、包装材、製品等、となります。  

なお、ＦＤＫグループ社内で使用する、設備、治工具、ソフト・サービス、OA 機器、文房具、消耗品、

サービス等は含みません。 

 

２） 対象とするお取引先 

 

本基準は、上記の「対象とする調達品（以下、調達品という）」を納入していただくお取引先様に適

用いたします。 

 

 

 

 

 

ＦＤＫグループが環境配慮製品の提供により社会の持続的発展に貢献するために、お取引先様に求め

る「グリーン調達」の要件には、以下の表に示す３つがあります。 

この要件すべてを満足する調達品を優先的に調達いたします。そして、このために、新規取引開始前

に、これらについて問題がないかを確認いたします。 

 

 要     件 

１ 環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）の構築 

２ ＦＤＫグループ含有化学物質管理基準の順守 

３ 製品含有化学物質管理体制の構築 

 

 

１）環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）の構築 

 

ＦＤＫグループは、お取引先様に対して、環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）の構築をお願いして

います。構築していただくＥＭＳは、最終目標としてＩＳＯ１４００１等 第三者認証取得をお願いし

ておりますが、ＦＤＫグループの製品に使用する調達品を製造するお取引先様には、ＥＭＳ構築レベル

Ⅱ以上をお願いしています。 

 

ＥＭＳの要求レベル 

 

 

 

 

 

 

 

 

レベル 内容 

Ⅲ ＩＳＯ１４００１、エコアクション21、エコステージ、

KESなどの第三者認証機関による認証取得・運用 

Ⅱ ＦＤＫグループＥＭＳ(FDKEMS)、貴社独自のＥＭＳの

構築・運用 

４．グリーン調達基準の適用範囲 

５．グリーン調達の要件 

レベル 
Ⅱ  

レベル 
Ⅲ 
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ＰＤＣＡサイクルを継続的に回すＥＭＳの構築は、すべての環境問題に対して、意識として、また行

動として、きちんと対応する土台となるものであると考えています。 

 

＊ ＰＤＣＡ：Ｐlan（必要な目的・プロセスを設定）→Ｄo（実施および運用）→Ｃheck（結果を

報告）→Ａction（再度計画を立てる）の略 

構築していただくＥＭＳには、次のようなものがあります。 

① ＩＳＯ１４００１ 

② ＩＳＯ１４００１以外の第三者認証されたＥＭＳ 

・エコアクション２１、エコステージ、ＫＥＳ、みちのくＥＭＳなど 

③ ＦＤＫＥＭＳ（ＦＤＫグループとしての簡易型環境マネジメントシステム） 

④ 上記以外の第二者認証されたＥＭＳまたは自己適合宣言した取引先様独自のＥＭＳ 

        〔注〕 第三者認証：利害関係のない団体・組織（審査機関）により認証 

第二者認証：顧客など、利害関係のある団体・組織などにより認証 

 

２）ＦＤＫグループ含有化学物質管理基準の順守 

 

ＦＤＫグループでは、調達品への含有禁止物質を、「ＦＤＫグループ指定化学物質リスト」の中に定

めています。お取引先様におかれましては、この管理基準を順守し、含有禁止物質を調達品に含有させ

ないようお願いいたします。 

   なお、この管理基準の内容は、随時、ＦＤＫグループからの書面通知をもって追加、変更が

できるものとする。 

※ＦＤＫグループ指定化学物質リストは、下記ＵＲＬから入手の上、管理基準をご確認ください。  

http://www.fdk.co.jp/kankyou/green_proc.html 

 

３）製品含有化学物質管理体制の構築 

 

ＦＤＫグループは、お取引先様に対して、含有禁止化学物質を調達品に含有させないための管理をお

願いしています。 

 

ａ） 非含有のためには、「入れない」、「使わない」、「出さない」の３原則に基づいて管理するこ

とが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ） ＦＤＫグループとしてお願いする具体的な管理内容は、アーティクルマネジメント推進協議会(J

AMP) 発行の「製品含有化学物質管理ガイドライン」*1に準拠しております。ＦＤＫグループでは

この「製品含有化学物質管理ガイドライン」の基本内容を参考にして作成した含有化学物質管理

体制監査チェックシートにより、お取引様での製品含有化学物質管理体制の構築・運用状況を確

認させていただきます。 

       なお、当グループのお客様からの要望がある場合は、JAMPの製品含有化学物質管理ガイドライ

ンに従った実施項目一覧表兼チェックシート等を用いて確認をさせていただくことがあります。 

 

入れない 出さない 使わない 

（混ぜない） 

お取引先様 

原材料 
調達品 

ＦＤＫグループ お取引先様の調達先 
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*1: ガイドラインはJAMPが提供する下記ＵＲＬよりダウンロード可能 

 https://chemsherpa.net/docs/guidelines 

 

 

 

 

  提出書類と確認時期につきましては「製品含有化学物質調査マニュアル」を参照ください。 

  下記ＵＲＬから、製品含有化学物質調査マニュアル、必要書類等をご確認ください。 

    https://www.fdk.co.jp/kankyou/green_proc.html 

 

 

 

 

 

ＦＤＫグループが環境配慮製品の提供によって社会の持続的発展に貢献するために、環境基本法や地球

温暖化対策の推進に関する法律における事業者の責務などに基づいて、お取引先様にて、その製造・販売

などの事業活動について、以下の事項についても配慮していただくようお願いいたします。 

 

１） 事業活動全般への配慮 

 

① 環境負荷の低減、環境保全に自ら努める。 

② 法令を順守して、公害を防止し、自然環境を適正に保全する。 

③ 環境負荷の低減となる原材料、部品、サービスを利用する。 

④ 温室効果ガスの排出抑制に努める（他の者の温室効果ガスの排出抑制への寄与も含む）。 

 

２）調達品における製品環境アセスメントの実施 

 

a.省資源化への配慮 

① 小型化、軽量化に配慮し、容積や重量を減少させる。 

② 性能改良により耐用時間を向上させ長寿命化をはかる。 

 

b.再資源化への配慮 

① 使用するプラスチック材料の種類は少なくする。可能ならば統一する。 

② リサイクルが容易なプラスチック材料を使用する。可能ならば、熱硬化性プラスチックを避け、

次の推奨する汎用プラスチックを使用する。 

・ポリエチレン（ＰＥ） 

・ポリスチレン（ＰＳ） 

・ポリプロピレン（ＰＰ） 

・アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン（ＡＢＳ） 

③ 使用するプラスチック材料は、ＪＩＳまたはＩＳＯの規格に沿った材料表示を行う。 

④ 調達品の輸送のために使用する梱包は、通い箱や再使用可能なものを使用する。 

 

c.処理・処分の容易化への配慮 

① 解体を困難にする必要がある場合を除き、一般の道具で解体が容易な設計にする。 

② 複合材料は可能ならば使用しない。 

③ 焼却された場合の安全性を考慮して、ポリ塩化ビニルを可能な限り使用しない。 

④ 廃棄に当たり、化学物質の溶出、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染などの環境負荷を低くする。 

 

d.省エネルギーへの配慮 

７．その他の配慮事項 

６．グリーン調達の提出書類と確認時期 



- 7 - 

① 動作時および待機時の消費電力は可能な限り削減する。 

② 可能ならば節電機能を保有する。 

③ 製造にあたっては、省エネルギーに配慮する。 

④ 輸送距離や輸送手段など、省エネルギーに配慮する。 

⑤ ライフサイクル全般での省エネルギー（ＣＯ２削減）に配慮する。 

 

３）ＣＯ２排出抑制/削減への配慮 

① ＣＯ２排出抑制/削減の意義を理解し、企業として取り組む意志を表明する。 

② 自社のＣＯ２排出量を踏まえ、活動期間、目標値、活動対象（全社、拠点ごとなど）等を明確に

した、数値目標をもって取り組む。 

③ 自社内の取り組みだけではなく、サプライチェーン上流へのＣＯ２排出抑制/削減の働きかけや、

外部組織との検討作業の協働を行う。 

 

４）生物多様性保全への配慮 

① 生物多様性保全の意義を理解し、企業として取り組む意志を表明する。 

② 経営層が責任者となる全社的な活動組織を確立する。その上で、生物多様性保全に関する全社的

な取り組み、拠点ごとの取り組み、部門ごとの取り組み等を行う。 

③ 自社内の取り組みだけではなく、サプライチェーン上流への生物多様性保全活動の働きかけや、

外部組織との検討作業の協働を行う。 

 

５) 水資源等への配慮 

① 水資源等削減の意義を理解し、企業として取り組む意思を表明する。 

② 使用量の削減として、トイレの節水、工業用水／上水の循環利用、雨水の活用等に取り組む。 

③ 水質汚濁防止として、工場排水の浄化、定期的に水質検査等を実施する。 

④ 河川、湖等の清掃活動を行う。森林保全活動に参画する。 

 

６）調達品の変更、異常発生の連絡 

 

a.連絡および情報開示 

調達品に以下の変化や事態が発見された場合、速やかに連絡および情報提供をお願いいたします。 

① 使用する原材料を変更した場合 

② 含有化学物質について、提出していただいた書類の記載内容と異なる状態が発見された場合 

③ 環境法令順守違反や環境リスクが実際に発生してしまった場合 

 

b.事前変更申請および変更届 

調達品に以下の変更が発生する場合または発生した場合、事前に変更申請を提供願います。なお、

変化や事態が発見された場合、速やかに連絡および申請をお願いいたします。 

① 環境マネジメントシステムの構築状況に変更が発生した場合、変更情報の開示・提供をお願いい

たします。 

② ４Ｍ変更の場合、変更情報の開示・提供をお願いいたします。 
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＜改定履歴＞ 

制定・改訂日 版 数 主 な 改 定 内 容  

2001 年 05 月 第１版 初版制定 

2011 年 04 月 28 日 第 4.1 版 ・ＦＤＫグループ環境対策調査票を用いて環境への取り組み状況調査

を行うことに変更 

・ＦＤＫＥＭＳの内容はＦＪＥＭＳを参考にしてＦＤＫ独自に策定し

たＥＭＳに変更 

2011 年 06 月 30 日 第 4.2 版 ・ＦＤＫグループの製品に使用する調達品を製造するお取引先様のＥ

ＭＳ構築レベルはⅡ以上をお願いするに変更。 

2013 年 06 月 11 日 第 4.3 版 ・２０１３年度からの「第７期ＦＤＫグループ環境行動計画」に変更 

・新規取引開始前の確認書類に「取引先調査表」を用いることに変更 

・環境マネジメントシステムの構築のための必須書類として、「ＦＤ

Ｋグループ環境対策調査票」を追加 

・問い合わせ先の部門名を変更 

2015 年 04 月 01 日 第 5．0 版 ・含有化学物質管理基準 改定に伴う変更 

・ＦＤＫグループ環境状況調査票を追加 

2017 年 02 月 01 日 第 6.0 版 ・ＦＤＫ－Ｅ３７－０１より文書番号変更 

・ＦＤＫグループ第８期環境行動計画の制定 

・ＦＤＫグループ環境憲章へ名称変更 

・取引先への環境調査票を富士通グループ第 8 期調査票に変更 

・含有化学物質調査について、ＪＡＭＰ情報伝達シート，FDK 含有化

学物質調査票を併記 

 等 

2020年05月15日 第 7.0 版 

 

・FDK グループ環境憲章の改定 

・グリーン調達の提出書類と確認時期について、製品含有化学物質調

査マニュアル参照とし、ダウンロードアドレスを記載。 

・担当部門の名称変更 等 

2023年11月15日 

 

第 8.0 版 

 

・ＦＤＫグループ第１１期環境行動計画の制定 

・部門名称変更（ＳＣＭ部→購買・物流支援部） 

2 0 2 4年 1月 1 5日 

 

第 9.0 版 

 

・本基準発行部門見直し 

・含有化学物質管理基準の内容追記や変更についての文言を追記 

2 0 2 5年 3月 2 1日 

 

第10.0版 ・環境憲章の「富士通グループの一員として」を削除 

2 0 2 5年 6月 1 3日 

 

第11.0版 

 

・ＦＤＫグループ環境行動計画の制定についての文言修正 

 

 

＜お問い合わせ先＞ 

★グリーン調達基準の内容に関するお問い合わせ 

総務人事部（環境） 

★グリーン調達の運用に関するお問い合わせ 

購買・物流支援部（購買） 

                 ★製品含有化学物質管理の内容に関するお問い合わせ 

品質保証統括部 

 

 


